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日
本
共
産
党

並な
み
き木

　
幹み

き
お男議　

員

市
長
の
政
治
姿
勢
に
つ
い
て

介
護
保
険
制
度
に
つ
い
て

問問
　

今
年
、
国
連
で
歴
史

上
初
め
て
核
兵
器
を

違
法
と
す
る
核
兵
器
禁
止
条

約
が
採
択
さ
れ
た
。
と
こ
ろ

が
、
日
本
政
府
は
核
兵
器
禁

止
条
約
に
参
加
し
な
か
っ
た
。

今
、
政
府
の
姿
勢
を
厳
し
く

問
い
、
被
爆
国
に
ふ
さ
わ
し

い
政
治
に
踏
み
出
す
こ
と
が

求
め
ら
れ
る
。
こ
の
よ
う
な

中
で
、
非
核
平
和
な
ま
ち
づ

く
り
の
意
義
は
一
層
重
要
で

あ
る
。
市
長
の
平
和
行
政
の

考
え
と
取
り
組
み
は
ど
う
か
。

答答　
市
長　

市
で
は
、
非

核
平
和
都
市
宣
言
を

行
っ
て
い
ま
す
し
、ま
た
、平

和
首
長
会
議
へ
の
加
盟
・
参

加
、
平
和
啓
発
事
業
と
し
て
、

戦
争
や
核
兵
器
の
悲
惨
さ

を
知
っ
て
も
ら
う
た
め
、
毎

年
、
広
島
市
に
あ
る
平
和
記

念
公
園
の
原
爆
の
子
の
像
に

折
り
鶴
を
捧
げ
る
た
め
、
市

内
各
小
学
校
や
市
民
団
体
等

に
折
り
鶴
の
作
成
を
依
頼
し

て
、
広
島
市
に
送
っ
て
い
ま

す
。
今
年
７
月
７
日
に
採
択

さ
れ
た
核
兵
器
禁
止
条
約
で

は
、
被
爆
者
を
核
兵
器
使
用

の
被
害
者
と
定
義
し
て
い
ま

す
。そ
う
い
っ
た
意
味
で
、日

本
が
世
界
で
た
だ
一
つ
の
被

爆
国
と
し
て
こ
の
条
約
に
、

日
本
政
府
と
し
て
も
で
き
る

だ
け
早
く
参
加
す
べ
き
で
あ

る
と
い
う
こ
と
が
、
私
の
態

度
で
す
。

な
っ
て
い
る
。
介
護
保
険
優

先
原
則
に
は
多
く
の
問
題
が

あ
る
。
生
活
扶
助
の
訪
問
介

護
は
、
障
害
者
福
祉
同
様
の

サ
ー
ビ
ス
が
受
け
ら
れ
な
い

場
合
も
あ
る
。
ま
た
、
障
害

福
祉
で
は
無
償
と
さ
れ
て
き

た
低
所
得
者
の
サ
ー
ビ
ス
利

用
料
も
、
原
則
１
割
と
な
る
。

市
と
し
て
の
運
用
は
ど
う
か
。

答答 　
保
健
福
祉
部
長　

介

護
保
険
法
の
規
定
に
よ

り
、
介
護
保
険
サ
ー
ビ
ス
が

利
用
で
き
る
場
合
は
、
当
該

介
護
保
険
サ
ー
ビ
ス
の
利
用

が
優
先
さ
れ
る
こ
と
と
な
り

ま
す
。
介
護
保
険
サ
ー
ビ
ス

の
内
容
等
で
は
、十
分
な
サ
ー

ビ
ス
が
得
ら
れ
な
い
場
合
に

は
、
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
を

支
給
す
る
な
ど
、
個
々
の
実

態
に
即
し
た
運
用
を
図
っ
て

い
ま
す
。

問問
　

介
護
保
険
制
度
で
、

保
険
料
を
払
い
き
れ
な

い
低
所
得
者
の
高
齢
者
に
対

し
て
行
わ
れ
て
い
る
ペ
ナ
ル

テ
ィ
ー
が
問
題
に
な
っ
て
い

る
。
保
険
料
を
２
年
以
上
滞

納
し
た
場
合
、
サ
ー
ビ
ス
利

用
料
の
本
人
負
担
が
引
き
上

げ
ら
れ
る
な
ど
の
罰
則
に
よ

り
、
必
要
な
介
護
が
受
け
ら

れ
な
い
人
が
各
地
で
生
ま
れ

て
い
る
た
め
で
あ
る
。
保
険

料
滞
納
の
状
況
と
こ
の
罰
則

の
対
応
は
ど
う
か
。

答答
　

保
健
福
祉
部
長　

滞

納
者
の
状
況
で
す
が
、

６
月
現
在
で
延
べ
１
、４
６
７

人
で
す
。
滞
納
額
は
４
、

３
５
７
万
４
、４
４
０
円
で
す
。

罰
則
規
定
に
つ
い
て
は
、保
険

料
を
１
年
以
上
滞
納
の
場
合
、

利
用
料
を
10
割
負
担
し
て
も

ら
い
、
保
険
料
納
付
後
、
利

用
料
の
９
割
分
を
償
還
払
い

し
ま
す
。ま
た
、２
年
以
上
の

場
合
、
利
用
者
負
担
が
３
割

に
、さ
ら
に
、高
額
介
護
サ
ー

ビ
ス
の
限
度
額
が
停
止
に
な

り
ま
す
。
以
上
の
よ
う
な
罰

則
規
定
は
あ
り
ま
す
が
、
現

在
、
滞
納
が
あ
る
利
用
者
に

つ
い
て
は
、
分
納
で
納
付
を

い
た
だ
い
て
お
り
、
罰
則
の

適
用
を
し
て
い
る
方
は
い
ま

せ
ん
。

問問 　
障
害
の
あ
る
人
が

65
歳
に
な
る
と
、
障
害

福
祉
か
ら
介
護
保
険
制
度

へ
移
行
さ
れ
る
。
全
国
的
に

見
る
と
、
サ
ー
ビ
ス
の
打
ち

切
り
や
切
り
下
げ
が
問
題
に

ご
み
行
政
に
つ
い
て

問問
　

国
は
、
改
正
基
本
方

針（
平
成
28
年
度
）で
、

廃
棄
物
の
新
た
な
目
標
を
決

め
た
。
そ
れ
に
よ
る
と
、
平

成
32
年
度
目
標
と
し
て
、
排

出
量
を
約
12
％
削
減
す
る
、

１
人
、
１
日
当
た
り
の
家
庭

系
ご
み
排
出
量
を
５
０
０

グ
ラ
ム
に
す
る
、
再
生
利
用

量
を
約
21
％
か
ら
27
％
へ
増

加
さ
せ
る
、
と
し
て
い
る
が
、

ご
み
の
減
量
と
資
源
化
率
の

現
状
、
今
後
の
計
画
は
ど
う

か
。答答　

経
済
環
境
部
長　

市

後
期
基
本
計
画
策
定
時

に
、平
成
25
年
度
の
１
人
、１

日
当
た
り
の
ご
み
排
出
量
は

７
３
３
グ
ラ
ム
で
、平
成
28
年

度
は
７
１
３
グ
ラ
ム
と
20
グ

ラ
ム
減
少
し
、平
成
29
年
度
の

後
期
め
ざ
そ
う
値
、７
１
３
グ

ラ
ム
を
達
成
し
て
い
ま
す
。再

資
源
化
率
に
つ
い
て
は
、
平

成
25
年
度
は
１
７・
３
％
で

し
た
が
、
平
成
28
年
度
は
、

１
８・
９
％
と
１・
６
％
増
加

し
た
状
況
で
す
。ご
み
排
出
量

の
削
減
に
向
け
て
は
、ご
み
分

別
の
徹
底
を
推
進
す
る
と
と

も
に
、
再
資
源
化
に
向
け
て

も
、リ
サ
イ
ク
ル
倉
庫
の
活
用

や
、資
源
回
収
運
動
奨
励
制
度

の
普
及
を
図
る
と
と
も
に
、効

果
的
な
施
策
等
に
つ
い
て
関

係
団
体
と
協
議
し
て
い
き
た

い
と
考
え
て
い
ま
す
。
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